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各  位 
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代表者名  代表取締役社長 永井 清美 

   （ＪＡＳＤＡＱ コード ７４７７） 

問合せ先  執行役員経理部長 上中 良典 

電話番号   ０４２－３５７－５６１０ 

 

当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について 

 
当社は、平成２４年６月２６日開催の第５４期事業年度における定時株主総会において、株

主の皆様のご承認得て、当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組（会社法施行規則第１１８条第３号ロ（２））として、当社株式の大量買付行為に関する対

応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）を導入しております。本プランの有効期

間は平成２７年３月期に関する定時株主総会の終結の時までであり、平成２７年６月２５日開

催予定の定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）の終結の時をもって満了いたし

ます。 
当社は、平成２７年５月１２日開催の取締役会において、当社取締役全員の賛成により、本

定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、本プランを更新することを決定いたしま

したので、お知らせいたします。なお、上記を決定した取締役会において、監査役会として本

プランの更新に意義はない旨の意見表明がなされました。 
 本プランの具体的な内容については、以下に記載のとおりです。 

記 

Ⅰ 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、

当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保し、向上させることを可能

とする者である必要があると考えております。 
当社は株式の大量の買付であっても、当社の企業価値および株主の皆様の共同の利益に資す

るものであれば、これを否定するものではありません。また、会社の支配権の移転を伴うよう

な大量の株式の買付提案に応じるか否かの判断は、最終的には株主の皆様の総意に基づき行わ

れるべきものと考えております。 
しかしながら、株式の大量の買付行為の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主

の皆様の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強

要するおそれのあるもの、対象会社の取締役会や株主の皆様が株式の大量買付について検討し、

あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの

など、対象会社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資さないものも少なくありません。

当社にとっては、お客様との強い絆の維持が当社の成長を支えており、また今後の成長を支え
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続けるものであります。ひいては、株主の皆様の利益に繋がるものであると確信しております。 
こうしたお客様との強い絆が当社の株式の買付を行う者により中長期的に確保され、向上さ

せられるものでなければ、当社の企業価値及び株主共同の利益は毀損されることになります。 
当社としては、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式の大

量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、この

ような者による当社株式の大量買付に対しては必要かつ相当な対抗をすることにより、当社の

企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させる必要があると考えております。 

Ⅱ 基本方針の実現に資する特別な取組について 

１．経営理念及び経営の基本方針について 
当社の経営理念は「人が好き、車が好き」を合言葉に「ヒューマンカーライフの創造を通じ

社会に貢献する」ことを念じています。 
又、経営の基本方針については 
（１）サービスステーションでの自動車メンテナンス関連商品事業の拡大と拡充の実践活動

を進めます。 
（２）新事業の創造と展開を進めます。 
（３）人財の開発と育成に取り組んでまいります。 

２．企業価値の源泉について 
当社は全国のサービスステーションを通じ、企業として担う公共的使命を果たしながら企業

活動を行います。 
又、ステークホルダーとの信頼関係を保持し続けることが企業価値の源泉と考えます。 

３．中期経営計画に基づく取組 
（１）サービスステーション事業   

全国のサービスステーション業界のシェア率３０％確保に向けた営業活動を進めます。 

「重点課題」 

①営業拠点体制の確立 

都市圏主体 8 支店 43 営業所 60 拠点体制を構築します。 

②石油元売商事部門との関係強化および情報を共有化します。 

③目標とする戦略に適した商品・企画の立案・推進します。 

（２）新規事業  

新事業領域リサーチと接触による開拓戦力を推進します。 
「重点課題」 

①事業部体制を充実させます。 
②業務提携及び M&A を具現化させます。 

（３）人材開発と育成  
「重点課題」 

①研修制度の充実 
人材から人財への階層別社員教育をステージアップし、人財の確保を図ります。 

 
 

- 2 -



４．コーポレート・ガバナンスの強化について 
当社は、株主の皆様をはじめとするすべてのステークホルダーから信頼される企業となるた

め、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要な課題として位置づけ、企業倫理と遵法

を徹底するとともに、リスク管理を含めた内部統制システムを整備し、経営の効率性、透明性

を確保しております。 
当社は、監査役制度を採用しております。監査役３名のうち２名は社外監査役であり、取締

役会その他の重要な会議にも出席するほか、経営トップとも意見交換を行い、公正な経営監視

体制をとっております。 
平成１６年６月より執行役員制度を導入しております。また、平成１８年６月には経営環境

の変化に対応して最適な経営体制を機動的に構築するため、取締役の任期を２年から１年に変

更しました。 
取締役会は、取締役４名（うち社外取締役１名）で構成され、重要な業務執行その他法定事

項についての決定を行うほか、当社および子会社の業務執行状況の報告を受け、監督を行って

おります。なお、取締役会には、執行役員も出席しております。 

Ⅲ 本プランの目的、概要及び内容 

１．本プラン導入の目的 

本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とす

るものです。 

当社取締役会は上記１．に記載した基本方針に定めるとおり、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益に資さない当社株式の大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支

配する者として不適切であると考えております。 

本プランは、こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大量買付を抑止するとともに、

当社株式に対する大量買付が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、

あるいは株主の皆様がかかる大量買付に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時

間を確保すること、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とすることを目的としており

ます。また、当社は公開会社であることから、株主の皆様の自由な意思に基づく取引等により

当社株式が転々譲渡されることは勿論のこと、またかかる株式の譲渡・株主構成の変動等によ

り今後当社の発行する株式の流動性が増す可能性があること等に鑑みると、今後当社の企業価

値ひいては株主共同の利益に反する株式の大量買付行為がなされる可能性も否定できません。 

なお、本プラン更新日現在、当社は当社株式についての大量買付行為（下記３．（１）「本プ

ランの発動に係る手続」（ａ）に定義されます。以下、同じとします。）の具体的な提案を受け

てはおりませんが、平成２７年３月３１日現在の当社の大株主の状況につきましては、別添「大

株主の状況」に記載のとおりです。 

２．本プランの概要 
（１）本プランに係る手続の設定 

本プランは、当社の株式の大量買付行為が行われる場合に、かかる大量買付行為を行お

うとする者（下記３．（１）（ａ）に定める「買付者等」をいいます。）に対し、事前に当

該大量買付行為に関する情報の提供を求め、当社が当該大量買付行為についての情報収

集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案を提示し
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たり、買付者等との交渉等を行っていくための手続を定めています。 

（２）新株予約権無償割当と独立委員会の利用 

買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく大量買付行為を行うなど、

当社の企業価値及び株主共同の利益が毀損されるおそれがあると認められる場合には、当

社は、これに対抗する措置（以下「対抗措置」といいます。）として、当該買付者等及び

一定の関係者（下記３.（３）（g）に定める「非適格者」をいいます。）による権利行使は

認められないとの行使条件及び当社が当該非適格者以外の者から当社株式と引換えに新

株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権（その主な内容は下記３．（３）「本

新株予約権の無償割当ての概要」にて後述するものとし、以下「本新株予約権」といいま

す。）を、その時点の全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法（会社法第２７７

条以下に規定されます。）により割り当てます。 

なお、本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断について、当社取締

役会又は取締役の恣意的判断を排するため、独立委員会規則（その概要については別紙１

ご参照）に従い、当社経営陣からの独立性の高い者のみから構成される独立委員会（以下

「独立委員会」といいます。）の判断を経るとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行

うことにより透明性を確保することとしています。また、当社取締役会は、これに加え、

本プラン所定の場合には、株主総会（以下「株主意思確認総会」といいます。）を招集し、

新株予約権の無償割当ての実施に関する株主の皆様の意思を確認することがあります。な

お、独立委員会は、当社経営陣からの独立性の高い当社社外監査役等により構成されてお

り、その委員の氏名、略歴は別紙２のとおりです。（独立委員会の委員の選任基準、決議

要件及び決議事項については別紙１ご参照）。 

当社経営陣からの独立性の高い当社社外監査役等により構成される独立委員会を利用

することにより、当社取締役会による本プランの恣意的な発動や株主利益に反する発動が

回避されるものと確信しております。 

（３）本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得 

仮に、本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、非適格者以外の株主の皆

様により本新株予約権が行使された場合、又は、当社による本新株予約権の取得と引換え

に、非適格者以外の株主の皆様に対して当社株式が交付された場合には、当該非適格者の

有する当社株式の議決権割合は最大で５０％まで希釈される可能性があります。（注 1） 

（注 1）かかる希釈率は、本新株予約権１個の目的である株式の数を最大値である１株とした場合を前提と

したものであり、本新株予約権１個の目的である株式の数がこれより小さい場合には、より小さい

数値となることがあります。 

３．本プランの内容（基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方

針が支配されることを防止するための取組） 

（１）本プランの発動に係る手続 
（ａ）本プランの対象となる大量買付行為 

本プランは、次の①又は②もしくはこれらに類似する行為又はこれらの提案（注 2）

（以下「大量買付行為」といいます。）がなされる場合を適用対象とします（ただし、

予め当社取締役会が同意した大量買付行為は、本プランの適用対象からは除外いた

します。）。 

大量買付行為を行い又は行おうとする者（以下「買付者等」といいます。）には、

- 4 -



予め本プランに定められる手続に従っていただくこととします。 

①当社が発行者である株券等（注 3）について、保有者（注 4）の株券等保有割合

（注 5）が２０％以上となる買付等 

②当社が発行者である株券等（注 6）について、公開買付（注 7）を行う者の株券

等所有割合（注 8）及びその特別関係者（注 9）の株券等所有割合の合計が２０％

以上となる公開買付 

（注 2）「提案」は第三者に対する勧誘行為を含みます。 

（注 3）金融商品取引法第２７条の２３第１項に定義される「株券等」を意味します。本書において別段の定

めがない限り同じとします。 

（注 4）金融商品取引法第２７条の２３第３項に基づき保有者に含まれる者（当社取締役会がこれに該当する

と認めた者を含みます。）を含みます。本書において同じとします。 

（注 5）金融商品取引法第２７条の２３第４項に定義される「株券等保有割合」を意味します。この場合、当

該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項において定義される「保有株券等の数」を意味します。）

も計算上考慮されるものとします。本書において同じとします。 

（注 6）金融商品取引法第２７条の２第１項に定義される「株券等」を意味します。 

（注 7）金融商品取引法第２７条の２第６項に定義される「公開買付」を意味します。本書において同じとし

ます。 

（注 8）金融商品取引法第２７条の２第８項に定義される「株券等所有割合」を意味します。本書において同

じとします。 

（注 9）金融商品取引法第２７条の２第７項に定義される「特別関係者」（当社取締役会がこれに該当すると

認めた者を含みます。）を意味します、但し、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者に

よる株券等の公開買付の開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除きます。本書において同

じとします。 

（ｂ）意向表明書の提出 

買付者等には、大量買付行為の実施に先立ち、本プランの手続を遵守する旨の誓約

文言等を含む書面（買付者等の代表者による署名又は記名捺印のなされたもの）及

び当該署名又は押印を行った代表者の資格証明書（以下これらを併せて「意向表明

書」といいます。）を当社に対して提出していただきます。 

意向表明書には、買付者等の氏名又は名称、住所又は本店、事務所等の所在地、

設立準拠法、代表者の氏名、日本国内における連絡先及び企図されている大量買付

行為の概要等を明示していただきます。 

なお、意向表明書及び下記（ｃ）に定める買付説明書における使用言語は日本語

に限ります。 

（ｃ）買付者等に対する情報提供の要求 

当社は、意向表明書を受領した日から１０営業日以内に、株主の皆様の判断及び独

立委員会の評価検討のために必要かつ十分な下記の各号に定める情報（以下「本必

要情報」といいます。）のリストを、買付者等に交付いたします。買付者等には、本

必要情報のリストに従い、本必要情報等を記載した書面（以下「買付説明書」とい

います。）を当社取締役会に対して提出していただきます。 

当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に提供す

るものとします。当社取締役会及び独立委員会は、当該買付説明書の記載内容が本
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必要情報として不十分であると判断した場合には、直接又は間接に、買付者等に対

し、適宜回答期限を定めた上、本必要情報を追加的に提出するよう求めることがあ

ります。この場合、買付者等においては、当該期限までに、かかる本必要情報を書

面にて追加的に提出していただきます。 

記 

① 買付者等及びそのグループ（共同保有（注 10）、特別関係者及びファンドの場合は各組

合員その他の構成員を含みます。）の概要（具体的名称、資本構成、財務内容等を含み

ます。） 

② 当該大量買付行為の目的、方法及び内容（対価の価額・種類、時期、関連する取引の

仕組み、方法の適法性に関する情報等を含みます。） 

③ 当該大量買付行為に関しての第三者との間の意思連絡の有無、その内容等 

④ 当該大量買付行為の対価の価額の算定根拠の詳細 

⑤ 当該大量買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体

的名称、調達方法、関連する取引の内容等を含みます。） 

⑥ 当該大量買付行為が実行された後の当社及び当社関連企業グループ（以下「当社グル

ープ」といいます。）の経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策 

⑦ 当該大量買付行為が実行された後における当社の株主、当社グループの従業員、取引

先、顧客等に対する対応方針 

⑧ 当該大量買付行為に適用される可能性のある私的独占の禁止及び公正取引の確保に関

する法律その他の法令等に基づく承認又は許認可等の取得の蓋然性 

⑨ 反社会的勢力との関連性の有無（直接・間接を問いません）及びこれらに対する対処

方針 

⑩ 当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策 

⑪ その他当社取締役会又は独立委員会が合理的に必要と判断する情報 

（注 10）金融商品取引法第２７条の２３第５項に規定される共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保

有者とみなされている者を含みます（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。）。

本書において同じとします。 

（ｄ）大量買付行為の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討 

① 当社取締役会に対する情報提供の要求 

独立委員会は、買付者等から買付説明書及び本必要情報が提出された場合、当社

の企業価値及び株主共同の利益の確保及び向上という観点から、買付説明書及び本

必要情報の内容と当社取締役会の事業計画、当社取締役会による企業評価等との比

較検討等を行うために、当社取締役会に対して、適宜回答期限（原則として６０日

を上限とします。）を定めた上、買付者等の大量買付行為の内容に対する意見（留

保する旨の意見を含むものとします。以下同じとします。）、その根拠資料、代替案

（もしあれば）その他独立委員会が適宜必要と認める情報等を提示するよう要求す

ることができます。 

② 独立委員会による検討作業 

独立委員会は、買付者等及び（当社取締役会に対して上記①記載のとおり情報の

提供を要求した場合には）当社取締役会からの情報等（追加的に提供を要求したも

のを含みます。）を受領した後、必要な情報が十分に提供されたと判断し、その旨
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を当社取締役会に伝えた日から、原則として最長６０日間（但し、独立委員会の判

断により、下記（ｅ）③に記載の手続に従い、当該期間の延長をその決議をもって

行うことができるものとします。）（以下「検討期間」といいます。）が経過するま

での間、買付者等の大量買付行為の内容の検討、買付者等と当社取締役会の事業計

画等に関する情報収集・比較検討、及び当社取締役会の提供する代替案の検討等を

行います。 

また、独立委員会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保及び向上と

いう観点から当該大量買付行為の内容を改善させるために必要であれば、検討期間

において、直接又は当社取締役会を通して間接に、当該買付者等と協議・交渉等を

行い、また,当社取締役会に代替案等の株主等に対する提示等を要求します。 

独立委員会の判断が、当社の企業価値及び株主共同の利益に資するようになされ

ることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（フィナ

ンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を

含みます。）の助言を得ることができるものとします。 

買付者等は、独立委員会が、直接又は間接に、検討資料その他の情報提供、協議、

交渉等を求めた場合には、速やかにこれに応じなければならないものとします。 

③ 情報開示 

当社は、買付者等が現れた事実、買付者等から買付説明書が提出された事実及び

買付説明書の内容、検討期間が開始した事実につきましては、速やかに情報開示を

行います。 

また、当社取締役会が独立委員会に大量買付行為に対する意見もしくは代替案を

提示した事実、又は本必要情報その他の情報のうち独立委員会が適切と判断する事

項について、東京証券取引所の有価証券上場規程等を遵守して情報開示を行います。 

（ｅ）独立委員会による勧告等の手続 

独立委員会は、買付者等が現れた場合、以下の手続に従い、当社取締役会に対す

る勧告等を行うものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して下記①か

ら③に定める勧告その他の決議をした場合その他独立委員会が適切と考え場合には、

当社は、当該勧告等の概要その他独立委員会が適切と判断する事項（検討期間を延

長する場合にはその期間及び理由を含みます。）について、速やかに情報開示を行い

ます。 

① 独立委員会が対抗措置の発動を勧告する場合 

独立委員会は、買付者等による当該大量買付行為の内容の検討の結果、買付者等

による当該大量買付行為が下記３．（２）「対抗措置発動の要件」に定める要件（以

下「対抗措置発動要件」といいます。）のいずれかに該当した場合で、かつ、対抗

措置を発動することが相当であると判断した場合には、検討期間の開始又は終了の

有無を問わず、当社取締役会に対して、対抗措置として本新株予約権の無償割当て

を実施することを勧告します。 

なお、本プランにおける対抗措置としては上記及び以下のとおり本新株予約権の

無償割当てを想定していますが、会社法その他の法令及び当社の定款上認められる

その他の対抗措置を実施することが相当と判断される場合には、当該その他の対抗

措置を実施する旨の勧告がなされることもあります（以下、対抗措置に関する記載
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内容につき同様です。）。 

但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施の勧告をした後も、

以下のいずれかの事由に該当すると判断した場合には、（Ⅰ）本新株予約権の無償

割当てに係る権利落ち日の前々営業日までにおいては本新株予約権の無償割当て

を中止し、（Ⅱ）本新株予約権の無償割当ての効力発生日以降行使期間開始日（下

記３．（３）「本新株予約権の無償割当ての概要」（ｆ）において定義されます。）の

前日までの間は、本新株予約権を無償にて取得する旨の、新たな勧告を行うことが

できるとします。 

（ⅰ）当該勧告後、買付者等が大量買付行為を撤回した場合、その他大量買付行為が

存しなくなった場合 

（ⅱ）当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による大量

買付行為が対抗措置発動要件のいずれにも該当しないか、又は、該当しても本

新株予約権の無償割当てを実施することもしくは行使を認めることが相当でな

くなった場合 

なお、独立委員会は、本新株予約権の無償割当てを実施すべき旨の勧告を行うに

際し、大量買付行為が本プランに定める手続きを遵守しているか否か、大量買付行

為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する程度、株主総会を開催する

時間的猶予等の諸事情を勘案した上、独立委員会が対抗措置発動の判断をすること

が困難な場合等において、予め当該実施に関して株主総会の承認を得るべき旨の留

保を付すこともできるものとします。 

② 独立委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合 

独立委員会は、買付者等による当該大量買付行為の内容の検討等の結果、買付者

等による当該大量買付行為が対抗措置発動要件のいずれにも該当しないと判断し

た場合、又は対抗措置発動要件に該当するが対抗措置を発動することが相当でない

と判断した場合には、検討期間の終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本

新株予約権の無償割当てを実施しないことを勧告します。 

但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての不実施を勧告した後も、

当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による大量買付

行為が対抗措置発動要件のいずれかを充足することとなった場合には、本新株予約

権の無償割当ての勧告を含む新たな判断を行い、これを当社取締役会に勧告するこ

とができるものとします。 

   ③ 独立委員会が検討期間の延長を行う場合 

独立委員会が、当初の検討期間の満了時までに、買付者等による当該大量買付行

為の内容の評価に時間を要するなどの合理的な理由により本新株予約権の無償割

当ての実施又は不実施の勧告を行うに至らない場合、独立委員会は、当該買付者等

の大量買付行為の内容の検討・代替案の検討等に必要とされる合理的な範囲内で、

検討期間を３０日間を上限として延長する旨の決議を行うことができます。 

上記決議により検討期間が延長された場合、独立委員会は、引き続き、情報収集、

検討等を行うものとし、延長期間内に上記①又は②の勧告を行うよう最大限努める

ものとします。 
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（ｆ）取締役会の決議・株主意思確認総会の招集 

当社取締役会は、独立委員会の上記（ｅ）の手続に従い行われる勧告を検討の上、

当該勧告を最大限尊重して、対抗措置としての本新株予約権の無償割当ての実施又

は不実施に関する会社法上の機関としての決議を行うものとします。当社取締役会

は、上記決議を行った場合速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と

判断する事項について、情報開示を行います。 

但し、（ⅰ）独立委員会が対抗措置発動の判断をすることが困難な場合等において、

独立委員会が株主総会の承認を得るべき旨の留保を付したとき、又は、（ⅱ）当該大

量買付行為につき、下記３．（２）「対抗措置発動の要件」（ｂ）ないし（ｅ）への該

当性が問題となる場合において、当社取締役会が、株主総会の開催に要する時間等

を勘案した上、善管注意義務に照らし株主の意思を確認することが適切と判断する

ときは、当社取締役会は、本プランに従った本新株予約権の無償割当ての実施に際

して、実務上可能な限り速やかに株主意思確認総会を招集し、本新株予約権の無償

割当ての実施に関する株主の皆様の意思を確認するものとします（但し、上記（ⅰ）

において実務上株主総会の開催が著しく困難な場合はこの限りではありません。）。 

買付者等は、本プランによる手続の開始後、当社取締役会が本新株予約権の無償割

当ての不実施に関する決議を行うまでの間、又は、株主意思確認総会が開催される

場合には株主意思確認総会において本新株予約権の無償割当ての実施に関する議案

が否決されるまでの間、大量買付行為を実施してはならないものとします。 

 

（２）対抗措置発動の要件 

買付者等による当該大量買付行為が以下のいずれかに該当し、かつ、本新株予約権の

無償割当てを実施することが相当であると認められる場合、上記３．（１）「本プランの

発動に係る手続」（ｆ）に従い、対抗措置として本新株予約権の無償割当てが実施される

ことになります。 

なお上記３.（１）「本プランの発動に係る手続」（ｅ）に記載のとおり、対抗措置を発

動することが相当か否かについては、必ず独立委員会の勧告を経て決定されることにな

ります。 

（ａ）本プランに定める手続を遵守しない大量買付行為である場合 

（ｂ）以下の行為等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵

害をもたらすおそれがあると判断される場合 

① 株券等を買い占め、その株券等について当社又はその関係者に対して高値で買

取りを要求する行為 

② 当社の経営を一時的に支配して、当社グループの重要な資産等を廉価に取得す

る等、当社の犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営を行うような行為 

③ 当社グループの資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資

として流用する行為 

④ 当社の経営を一時的に支配して、当社グループの事業に当面関係していない高

額資産等を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一

時的高配当による株価の急上昇の機会をねらって高値で売り抜ける行為 

（ｃ）強圧的二段階買付（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の

買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を
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行うことをいいます。）等、株主に当社の株式の売却を事実上強要するおそれの

ある大量買付行為であると判断される場合 

（ｄ）当該大量買付行為の条件（対価の価額・種類、時期、方法の適法性、実行の可能

性、大量買付行為の後の経営方針・事業計画等を含みます。）が当社の本源的価

値に鑑み不十分又は不適当であると判断される場合 

（ｅ）当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社の株主、従業員、顧客、取引先

等との関係その他当社の企業価値の源泉を破壊することなどにより、当社の企業

価値ひいては株主共同の利益に反する重大なおそれをもたらす大量買付行為で

あると判断される場合 

 

（３）本新株予約権の無償割当ての概要 

本プランに基づく対抗措置として行われる本新株予約権の無償割当ての概要は、以

下のとおりです。 

（ａ）本新株予約権の数 

本新株予約権の無償割当てに関する取締役会議（以下「新株予約権無償割当決

議」といいます。）において当社取締役会が別途定める一定の日（以下「割当期

日」といいます。）における当社の最終の発行済株式総数（但し、同時点におい

て当社の有する当社株式の数を控除します。）と同数とします。 

（ｂ）割当対象株主 

割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された当社以外の株主に対し、

原則として、その有する当社株式１株につき本新株予約権１個の割合で、本新株

予約権を割り当てます。 

（ｃ）本新株予約権の無償割当ての効力発生日 

新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。 

（ｄ）本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

   本新株予約権の目的である株式の総数は、割当期日における当社発行可能株式

総数から当社発行済株式（但し、当社の所有する当社株式を除きます。）の総数

を減じた株式数を上限とします（注 11）。 

また、本新株予約権１個の目的である株式（注 12）の数（以下「対象株式数」

といいます。）は、別途調整がない限り原則として１株（注 13）とします。 

なお、当社は、本新株予約権の行使がなされた場合に、当該本新株予約権の新

株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数があるときは、適用法令に

従い端数の処理を行います。 

（注 11） 本プラン更新時の当社の発行可能株式総数は 50,000,000 株、発行済株式総数は 14,700,000 株（平

成 27 年 5月 12 日時点）です。 

（注 12） 将来、当社が種類株式発行会社（会社法第 2条第 13 号）となった場合においても、①本新株予約

権の行使により交付される当社株式及び②本新株予約権の取得と引換えに交付する株式は、いず

れも当社が本定時株主総会開催時において、現に発行している株式（普通株式）と同一の種類の

株式を指すものとします。 

（注 13） 当社が株式分割又は株式併合などを行った場合には、適宜適切な調整を行います。 
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（ｅ）本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行

使に際して出資される財産の株式１株当たりの価額は、１円を下限として当社

株式の１株の時価の２分の１の金額を上限とする金額の範囲内で、当社取締役

会が新株予約権無償割当て決議において別途定める価額とします。 

（ｆ）本新株予約権行使の期間 

本新株予約権の行使期間は、新株予約権無償割当て決議において当社取締役

会が別途定めた日を初日（以下、かかる行使期間の初日を「行使期間開始日」

といいます。）とし、新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定

める期間とします。 

但し、下記（ⅰ）②に基づき当社が本新株予約権を取得する場合、当該取得

に係る本新株予約権についての行使期間は、当該取得日の前営業日までとしま

す。 

また、行使期間の最終日が行使に際して払い込まれる金額の払込取扱場所の

休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とします。 

（ｇ）本新株予約権の行使条件 

（Ⅰ）特定大量保有者（注 14）、（Ⅱ）特定大量保有者の共同保有者、（Ⅲ）

特定大量買付者（注 15）、（Ⅳ）特定大量買付者の特別関係者、もしくは（Ⅴ）

上記（Ⅰ）ないし（Ⅳ）に該当する者から本新株予約権を当社取締役会の承認

を得ることなく譲受けもしくは承継した者、又は（Ⅵ）上記（Ⅰ）ないし（Ⅴ）

に該当する者の関連者（注 16）（以下（Ⅰ）ないし（Ⅵ）に該当する者を「非

適格者」と総称します。）は、原則として本新株予約権を行使することができな

いものとします。  

また、外国の適用法令上、本新株予約権の行使にあたり所定の手続が必要と

される非居住者も、原則として本新株予約権を行使することができないものと

します（但し、非居住者のうち当該外国の適用法令上適用除外規定が利用でき

る者等の一定の者は行使することができるほか、非居住者の有する本新株予約

権も、適用法令に従うことを条件として、下記（ⅰ）項のとおり、当社による

当社株式を対価とする取得の対象となります。）。 

（注 14）  原則として、当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が 20％以

上である者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）をいいます。但し、その者

が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値又は株主共同の利益に反しないと当社取

締役会が認めた者その他新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める所定の者

は、特定大量保有者に該当しないものとします。本書において同じとします。 

（注 15） 原則として、公開買付けによって当社が発行者である株券等（金融商品取引法第 27 条の 2第 1 項

に定義されます。以下本脚注において同じとします。）の買付け等の開始の公告を行った者で、当

該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第 7条第

1項に定める場合を含みます。）に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所

有割合と合計して 20％以上となる者（当社取締役会がこれらに該当すると認めたものを含みま

す。）をいいます。但し、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値又は株主

共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他新株予約権無償割当て決議において当社

取締役会が別途定める所定の者は、特定大量買付者に該当しないものとします。本書において同
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じとします。 

（注 16） ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の

支配下にある者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）、又はその者と協調し

て行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。なお、「支配」とは、他の会社等の「財

務及び事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施行規則第 3条第 3項に定義されます。）

をいいます。 

（ｈ）本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。 

（ｉ）当社による本新株予約権の取得 

① 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取

得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別

途定める日において、全ての本新株予約権を無償にて取得することができるも

のとします。 

 ② 当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する

本新株予約権のうち当該当社取締役会が定める日の前営業日までに未行使のも

の全てを取得し、これと引換えに、原則として本新株予約権１個につき、対象

株式数（注 17）の当社株式を交付することができます。 

また、かかる取得がなされた日以降に、本新株予約権を有する者のうち非適

格者以外の者が存在すると当社取締役会が認める場合には、上記の取得がなさ

れた日より後の当該当社取締役会が別途定める日において、当該者の有する本

新株予約権のうち当該当社取締役会の定める日の前営業日までに未行使のもの

全てを取得し、これと引換えに、原則として本新株予約権１個につき対象株式

数の当社株式を交付することができるものとし、その後も同様とします。 

（注 17） 当社は、対象株式数が 1株未満である場合には、適用法令に従い、適切な端数の処理を行うこと

を予定しており、その場合、本新株予約権 1個につき交付される当社株式等の数が対象株式数と

は異なることがあります。 

（ｊ）その他 

上記に定めるほか、本新株予約権の内容の詳細は、新株予約権無償割当て決議

において別途定めるものとします。 

 

（４）本プランの有効期間、廃止及び変更 

（ａ）本プランの有効期間 

本プランの当初の有効期間は、本定時株主総会終結時までとされておりますが、

本議案が承認された場合には、本プランの有効期間は、本定時株主総会終結後３

年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時ま

で延長されるものとします。 

（ｂ）本プランの廃止及び変更 

上記（ａ）に定める有効期間の満了前であっても、①当社株主総会において本

プランを廃止する旨の決議が行われた場合、又は、②当社株主総会において選任

された取締役により構成される当社取締役会により本プランを廃止する旨の決

議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。 
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また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する

法令、金融商品取引所規則等の新設又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃を反

映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切

である場合、当社株主に不利益を与えない場合には、独立委員会の承認を得た上

で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。 

当社は、本プランの廃止又は変更等がなされた場合には、当該廃止又は変更等

の事実及び（変更等の場合には）変更等の内容その他の事項について、情報開示

を速やかに行います。 

 

 （５）法令の改正等による修正 

本プランで引用する法令の規定は、平成２７年５月１２日現在施行されている規定

を前提としているものであり、同日以後、法令の新設又は改廃により、上記各項に

定める条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合には、当該新設又

は改廃の趣旨を考慮の上、上記各項に定める条項ないし用語の意義等を適宜合理的

な範囲内で読み替えることができるものとします。 

 

４．本プランが当社の株主の共同利益を損なうものでなく、当社の役員の地位の維持を

目的とするものでないこと及びその理由 

 （１）買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること 

本プランは、経済産業省及び法務省が平成１７年５月２７日に発表した「企業価

値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三

原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、

必要性・相当性の原則）を完全に充足しています。 

また、本プランは、企業価値研究会が平成２０年６月３０日に発表した「近時の諸

環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえて設計されているものです。 

（２）株主共同の利益の確保及び向上の目的をもって導入されていること 

本プランは、上記１．「本プランの導入の目的」に記載したとおり、当社株式に対

する大量買付行為が行われる際、当該大量買付行為に応じるべきか否かを株主の皆

様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を

確保すること、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすること

により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的

をもって導入されるものです。 

（３）株主意思を重視するものであること（株主総会決議とサンセット条項） 

当社は、本定時株主総会の終結時以降の本プランの継続につきましては、本定時株

主総会において株主の皆様の承認をいただくことを条件といたします。また、本定

時株主総会において株主の皆様に本プランの継続が承認された場合であっても、継

続後の有効期間を３年間とするサンセット条項が付されています。 

さらに、上記３．（４）「本プランの有効期間、廃止及び変更」に記載したとおり、

本プランの有効期間の満了前であっても、当社株主総会又は当社株主総会において

選任された取締役により構成される当社取締役会において本プランを廃止する旨の

決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、その意味

で、本プランの導入及び廃止は、当社株主の皆様の意思に基づくこととなっており
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ます。 

（４）独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

当社は、本プランの導入にあたり、当社取締役会又は取締役の恣意的判断を排除し、

株主の皆様のために、対抗措置の発動及び中止等の運用に際しての実質的な判断を

客観的に行う機関として独立委員会を設置します。  

実際に買付者等が出現した場合には、上記３．（１）「本プランの発動に係る手続」

に記載したとおり、こうした独立委員会が、独立委員会規則に従い、当該大量買付

行為が当社の企業価値及び株主の共同利益を毀損するか否かなどの実質的な判断を

行い、当社取締役会はその判断を検討の上、当該判断を最大限尊重して、対抗措置

としての本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施等に関する会社法上の決議を

行うこととします。 

このように、独立委員会によって、当社取締役会又は取締役の恣意的な判断を防止

するとともに、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされ

ており、当社の企業価値及び株主共同の利益に資する範囲で本プランの透明な運営

が行われる仕組みが確保されています。 

（５）合理的な客観的要件の設定 

本プランにおける対抗措置は、上記３．（１）（ｅ）「独立委員会による勧告等の手

続」及び３．（２）「対抗措置発動の要件」に記載したとおり、合理的な客観的要件

が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意

的な発動を防止するための仕組みを確保しているものです。 

（６）第三者専門家の意見の取得 

買付者等が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナ

ンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を

含みます。）の助言を受けることができるものとしています。これにより、独立委員

会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっています。 

（７）デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと 

上記３．（４）の「本プランの有効期間、廃止及び変更」に記載したとおり、本プ

ランは、買付者等が当社の株券等を大量に買い付けた場合、株主総会決議、又は、

買付者等が指名し、株主総会で選任された取締役を構成員とする取締役決議により、

廃止することができるものとして設計されており、デッドハンド型買収防衛策（取

締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）で

はありません。 

また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防

衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止

するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。 

 

５．株主の皆様等への影響 

（１）本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

本プランの導入時点においては、本新株予約権の無償割当て自体は行われませんの

で、株主及び投資家の皆様に直接具体的な影響が生じることはありません。 
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（２）本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

新株予約権無償割当て決議において別途定める割当期日における当社の最終の株

主名簿に記録された株主の皆様に対し、原則として、その保有する株式１株につき

本新株予約権１個の割合で本新株予約権が無償にて割り当てられます。仮に、株主

の皆様が、権利行使期間内に金銭の払込その他下記（３）「本新株予約権の無償割当

てに伴って株主の皆様に必要となる手続」（ｂ）において詳述する本新株予約権の行

使に係る手続を経なければ、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、そ

の保有する当社株式が希釈化されることになります。 

但し、当社は、上記３．（３）「本新株予約権の無償割当ての概要」（ⅰ）に従い、

非適格者以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、それと引換えに当社株式を

交付することがあります。当社がかかる取得の手続をとった場合、非適格者以外の

株主の皆様は、本新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込みをせずに、当

社株式を受領することとなり、保有する当社株式１株あたりの価値の希釈化は生じ

ますが、原則として保有する当社株式全体の価値の経済的な希釈化は生じません。 

また、本新株予約権の行使や当社による本新株予約権の取得により交付される当社

株式の数に１株に満たない端数がある場合には、当社は、適用法令に従い金銭処理

を行うことがあります。この場合にも、株主の皆様の保有する当社株式の希釈化が

生じる可能性がありますが、原則として経済的な希釈化は生じません。 

なお、当社は、新株予約権無償割当て決議がなされた後においても、例えば、買付

者等が大量買付行為を撤回した等の事情により、本新株予約権に係る権利落ち日の

前々営業日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、又は本新株予約権

の無償割当ての効力発生日以降行使期間開始日までにおいては本新株予約権全てに

ついてこれを無償で取得することがあります。これらの場合には、１株あたりの株

式の価値の希釈化は生じませんので、１株あたりの株式の価値の希釈化が生じるこ

とを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る

可能性があります。 

（３）本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続 

（ａ）本新株予約権の無償割当ての手続 

当社取締役会において、新株予約権無償割当て決議を行った場合には、当社は、

本新株予約権の無償割当てに係る割当期日を公告いたします。 

この場合、割当期日における当社の最終株主名簿に記録された株主に本新株予

約権が無償にて割り当てられ、本新株予約権の無償割当ての効力発生日において、

当然に新株予約権者となります。 

（ｂ）本新株予約権の行使の手続 

当社は、割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された株主の皆様に対し、

原則として、本新株予約権の行使請求書（行使に係る本新株予約権の内容及び数、

本新株予約権を行使する日等の必要事項、並びに株主ご自身が非適格者でないこ

と等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式

によるものとします。）その他本新株予約権の権利行使に必要な書類を送付いたし

ます。 

本新株予約権の無償割当て後、株主の皆様においては、権利行使期間内に、こ
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れらの必要書類を提出した上、本新株予約権の行使に際して出資されるべき財産

の価額を払込場所に払い込むことにより、原則として、本新株予約権１個につき

１株の当社株式が交付されることになります。 

なお、本新株予約権を行使した者に交付する当社株式の数に１株に満たない端

数が生じるときは、行使期間開始日までに株式分割などの方法により予め調整を

行ったり、又は、適用法令に従い金銭処理を行うことなどもあります。 

（ｃ）当社による新株予約権の取得手続 

当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の

手続に従い、当社取締役会が別途定める日をもって、非適格者以外の株主の皆様

から本新株予約権を取得し、これと引換えに当社株式を交付することがあります。 

この場合、かかる株主の皆様は、行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当

社による当該本新株予約権の取得の対価として、１個の本新株予約権につき原則

として１株の当社株式を受領することになります。 

なお、交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、適用法令に従

い金銭処理を行うことがあります。 

また、かかる株主の皆様には、別途、ご自身が非適格者でないこと等について

の表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による書面を

ご提出いただくことがあります。 

 

上記のほか、本新株予約権の割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法の詳細につ

きましては、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、株主の皆

様に対して情報開示又は通知いたしますので、当該内容をご確認ください。 

 

 

 

以 上 
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別紙 1 
独立委員会規則 

 
１．（独立委員会の設置） 
 独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。 
 
２．（独立委員会の委員の選任） 
 独立委員会の委員は、３名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、（ⅰ）

当社社外取締役、（ⅱ）当社社外監査役又は（ⅲ）有識者のいずれかに該当する者から、当

社取締役会が選任する。有識者は、実績ある会社経営者、投資銀行業務に精通する者、当

社の事業に精通する者、弁護士、公認会計士もしくは会社法等を主たる研究対象とする研

究者又はこれらに準ずる者でなければならない。 
 
３．（独立委員会の委員の任期） 
 独立委員会の委員の任期は、選任後３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会の終結の時までとする。但し、当社取締役会の決議により別段の定めをし

た場合は、この限りでない。また、当社社外取締役又は当社社外監査役であった独立委員

会委員が、取締役又は監査役でなくなった場合（再任された場合を除く。）には、独立委員

会委員としての任期も同時に終了するものとする。 
 
４．（独立委員会の招集） 
 独立委員会の各委員は、買付者等が出現した場合、その他いつでも独立委員会を招集する

ことができる。 
 
５．（決議要件） 
 独立委員会の決議は、独立委員会の委員のうち３分の２以上が出席し、その過半数をもっ

てこれを行う。 
 
６．（決議事項及び責任） 
 独立委員会は、本プラン及び本規則に定める独立委員会の職務を行う。また、独立委員会

は、以下の各号に記載される事項について決定し、その決定の内容及び理由を記載した書

面を提出することにより当社取締役会に対して勧告する。独立委員会の各委員は、こうし

た決定にあたっては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点から

これを行うことを要し、自己又は当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはな

らない。 
 ①本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施 
 ②本新株予約権の無償割当ての中止又は本新株予約権の無償取得 
 ③その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会に諮問した事

項 
 
７．（情報の収集等） 
 ①独立委員会は、買付者等に対し、買付説明書および提出された情報が本必要情報として
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不十分であると判断した場合には、追加的に本必要情報を提出するよう求める。また、

独立委員会は、買付者等から買付説明書及び本必要情報が提出された場合、当社取締役

会に対しても、所定の期間内に、買付者等の大量買付行為の内容に対する意見及びその

根拠資料、代替案（もしあれば）その他独立委員会が適宜必要と認める情報等を提示す

るよう要求することができる。 
 ②独立委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員その他独立

委員会が必要と認める者の出席を要求し、独立委員会が求める事項に関する説明を求め

ることができる。 
 ③独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（フィナンシャル・アドバイザー、公認

会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。）の助言を得ることができる。 
 

以上 
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別紙 2 
独立委員会委員の氏名および略歴 

 
本プラン導入の独立委員会の委員は、以下の３名を予定しております。 

 
本橋 一樹（もとはし かずき）氏 
【略歴】 

平成 ６ 年 ４月  弁護士登録（東京弁護士会） 
平成１０年 ４月  東京弁護士会 民事訴訟問題等特別委員会 副委員長 
平成１１年 ４月  東京弁護士会 常議員 
平成１４年 ４月  東京弁護士会 民事訴訟問題等特別委員会 委員 
平成１５年 ９月  住宅紛争審査会 紛争処理委員 
平成１７年 ４月  本橋一樹法律事務所 開設 
平成１７年 ４月  東京弁護士会 消費者問題特別委員会 委員 
平成１７年１０月  非常勤裁判官（民事調停官） 
平成２４年 ４月  東京弁護士会 常議員 

  
長澤 正浩（ながさわ まさひろ）氏 
【略歴】 

昭和５６年１０月  プライスウォーターハウス公認会計事務所（現 あらた監査法人）入所 

昭和５９年 ４月  朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 

平成１４年 ８月  あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員 

平成２４年 ７月  長澤公認会計士事務所代表（現任） 

 
川口 幸信（かわぐち ゆきのぶ）氏 
【略歴】 

平成 ３ 年 ３月  税理士登録 
平成 ５ 年 ６月  当社 監査役（現任） 
平成 ５ 年 ８月  税理士法人川口税務会計事務所 代表社員（現任） 
平成 ８ 年 ８月  株式会社福岡エム・アンド・エーセンター 代表取締役 現任 
 

※ 上記３氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 
 

以上 
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別紙 3 
当社の大株主の状況 

 
(平成 27 年３月 31 日現在) 

株 主 名 所有株式数 持株比率 ％ 
有限会社ドリーム・ワークス 2,550,000 17.34 
甲陽株式会社 2,500,000 17.00 
村木 ミチ 1,123,000 7.63 
日本証券金融株式会社 522,000 3.55 
ムラキ株式会社 500,924 3.40 
ムラキ社員持株会 463,800 3.15 
エイケン工業株式会社 460,000 3.12 
株式会社ＳＢＩ証券 416,000 2.82 
松井証券株式会社 347,000 2.36 
林 和夫 207,000 1.40 
ムラキ取引先持株会 186,000 1.26 
ムラキ役員持株会 140,200 0.95 
JX 日鉱日石トレーディング株式会社 100,000 0.68 
松浦 行子 99,000 0.67 
楽天証券株式会社 97,000 0.65 

 
以上 
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